
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025.８ 
  安八町商工会 

～商工会は  行きます  聞きます  提案します～ 

発行：安八町商工会  安八町氷取 159‐1 

   ＴＥＬ：0584-64-4811 ＦＡＸ：0584-64-2789 

安八町商工会  安八町氷取１５９－１ TEL：0584-64-4811 FAX：0584-64-2789 

ああああああ 

小規模事業者持続化補助金について  販路開拓や生産性向上の取組をお考えの小規模事業

  

◎無料法律相談会のご案内！ 

(1)日 時   令和 7年 9月 2日・9月 16 日・10 月 7 日・28 日 

(2)場  所  OKB ふれあい会館 14 階 

◎事業継続力強化計画セミナーの開催について 

本セミナーでは、明日起きるかもしれない地震・水害等に備えるため、あらかじめ行動を定めてお

くことで人や会社への被害を最小限に抑えることができると言われ、皆さんの事業継続力強化に繋が

ります！ 

また「事業継続力強化計画」を策定し、国の認定を受けると次のようなメリットが得られます。 

 

経営計画に基づいて実施する販路開拓等（生産性向上）の取り組みに対し補助金が支給されます。 

申請は、電子申請のみの受付となり Gビズ ID が必要となります。 

また、申請書の作成には自社や外部環境の分析・経営計画の作成が必要となります。 

 詳しい内容については、右記の QR コードから公募要領をご参照ください。 

・補助上限：   50 万円（通常枠） 

 通常枠に上乗せ：50 万円（インボイス特例）、150 万円（賃金引上げ特例） 

・補助率 ：   2／3（賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3／4） 

・提出期限：令和７年 11 月 28 日（金）事業支援計画書交付受付：11 月 18 日(火) 

      ※予定は変更する場合があります 

補助金事務局ＨＰ 

開催日時  令和 7 年 9月 19 日（金） 

15 : 00 ～ 16 : 30 

開催場所  安八町商工会 2 階研修室 

講  師  藤井 健太郎 氏（事業継続主任管理士） 

【参加無料】 どなたでも受講できます。 

 参加を希望される方は商工会までご連絡ください 

※このセミナーは岐阜県の補助金を受け開催します 

売上回収・取引契約、消費者からのクレームをはじめ、労働者・労働契約、賃金・労働

時間、事業 承継・相続などさまざまな法律問題に対して、「誰に相談してよいのか？」「ど

うしたらよいのか？」 とお困りになったことはありませんか？本年度も、弁護士と直接

相談できる無料法律相談会を下記により開催されますので、お気軽にご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マル経 金利 

1.80％ 

   ◆マル経融資とは、日本政策金融公庫の無担保、無保証人の融資制度です。 

   ・返済期間：運転資金 7 年以内、設備資金 10 年以内 

    ・融資限度額：2,000 万円 

  【ご利用いただける方】 

   ・安八町内で 1 年以上営業し、商工会の経営指導を 6 ヶ月以上受けている方 

   ・従業員数 20 人以下（商業・サービス業の場合は 5 人以下）の事業所 

   ・所得税や住民税等を完納している方 

   ・日本政策金融公庫の融資対象業種であること など 

安八町商工会 ホームページ               安八町商工会 Facebook ページ 

http://www.gifushoko.or.jp/anpachi/            https://www.facebook.com/ansho3831/ 

 令和 7 年 7 月 31 日現在 

日本政策金融公庫ＨＰ 
https://www.jfc.go.jp/ 

●ＷＥＢセミナーのご案内！     安八町商工会のホームページからログインしてご覧いただけます 

ｗ ◆ 様々な経営情報が満載！ 

パソコン研修・経営実務・人材育成・ 

   経営者講演・経営革新・事業承継など 

※会社や自宅にいながら、インターネットから観たいセミナーがいつでも視聴できます。一度視聴してみて下さい。 

☆生成ＡＩ・ＣｈａｔＧＰＴ経営活用セミナーを開催します 

☆9月は健康増進普及月間です 

健康増進普及月間は、毎年 9 月に実施される国民の健康意識を高め、生活習慣病

の予防や健康づくりを推進するための啓発活動です。厚生労働省や地方自治体、関

係団体が連携し、運動・食生活・禁煙などに関する情報提供やイベントを行います。

国民一人ひとりが自らの健康管理に関心を持ち、具体的な行動を起こすことを目的

としています。 

☆商工会の福祉共済（傷害プランにご家族全員の個人賠償責任保険が付いています！） 

全国商工会会員福祉共済は、ライフスタイルと必要補償額に応じ

て、ケガの補償、がんの補償、病気の補償 など加入プランを検討

いただけます。是非ご加入下さい。  詳しくは商工会まで。 

｢けが｣の補償 2,000 円コースからプラスで「病気」の補償 1,000 円 

「がん」重点補償 3,000 円（シニアは 6,000 円） 

  今話題の生成ＡＩツールは、正しく活用することで業務効率化や新たなビジネス 

アイデアの手助けとなります。今回は「ChatGPT」をはじめとした各種生成ＡＩを経営 

に活用するためのセミナーを開催しますので、ぜひともご参加ください。 

  

日  時   8 月 8 日（金） 15:00～17:00 

 開催場所   安八町商工会館 2 階研修室 

 講  師   くおん経営 代表 遠藤 久志 氏 

  
※このセミナーは岐阜県の補助金を受け開催します 

【参加無料】 どなたでも受講できます。 

 参加を希望される方は商工会までご連絡ください 


